
 

○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

現 
 
 
 
 
 

行 

 

（
保
険
契
約
の
締
結
又
は
保
険
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
） 

第
二
百
三
十
四
条 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

六 

保
険
料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代

理
又
は
媒
介
を
行
う
際
に
、
そ
の
顧
客
が
行
う
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
が

法
第
三
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
令
第
四
十
五

条
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
そ
の
所
属
保
険
会
社
が
当
該
申
込
み
の
撤

回
等
に
応
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
顧
客
に
対
し
そ
の
旨
の
説
明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、

又
は
当
該
顧
客
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
確
認
を
署
名
若
し
く
は
押

印
を
得
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
ず
に
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

七
～
九 

（
略
） 

十 

銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
が
、
個
人
年
金
保
険

契
約
の
う
ち
第
七
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
際
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
当
該
保
険
契
約
者
が
信
用
供

与
を
受
け
て
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
料
の
支
払
に
充
て
る
場
合
は
、

当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
将
来
に
お
け
る
保
険
金
の
額
及
び
保
険
契
約
の
解

 

（
保
険
契
約
の
締
結
又
は
保
険
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
） 

第
二
百
三
十
四
条 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

（
新
設
） 

        

六
～
八 

（
略
） 

九 

銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
が
、
個
人
年
金
保
険

契
約
の
う
ち
第
七
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
際
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
当
該
保
険
契
約
者
が
信
用
供

与
を
受
け
て
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
料
の
支
払
に
充
て
る
場
合
は
、

当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
将
来
に
お
け
る
保
険
金
の
額
及
び
保
険
契
約
の
解



 

約
に
よ
る
返
戻
金
の
額
が
資
産
の
運
用
実
績
に
基
づ
い
て
変
動
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
額
が
信
用
供
与
を
受
け
た
額
及
び
当
該
信
用
供
与
の
額
に
係
る

利
子
の
合
計
額
を
下
回
り
、
信
用
供
与
を
受
け
た
額
の
返
済
に
困
窮
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
旨
の
説
明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、
又
は
当
該
保
険
契

約
者
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
確
認
を
署
名
若
し
く
は
押
印
を
得
る

こ
と
に
よ
り
行
わ
ず
に
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

十
一
～
十
三 

（
略
） 

２ 

銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
は

、
前
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法

」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
は

、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一
・
二 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

約
に
よ
る
返
戻
金
の
額
が
資
産
の
運
用
実
績
に
基
づ
い
て
変
動
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
額
が
信
用
供
与
を
受
け
た
額
及
び
当
該
信
用
供
与
の
額
に
係
る

利
子
の
合
計
額
を
下
回
り
、
信
用
供
与
を
受
け
た
額
の
返
済
に
困
窮
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
旨
の
説
明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、
又
は
当
該
保
険
契

約
者
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
確
認
を
署
名
又
は
押
印
を
得
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
ず
に
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

十
～
十
二 

（
略
） 

２ 

銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
は

、
前
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法

」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
は

、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一
・
二 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

 
 

 


